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調達物品名 

 

水難救助資機材車（相武台分署） 

 

 

 

相模原市 財政局 契約課 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（令和６年５月１４日入札公告分） 
 



この入札説明書は、政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）、地方公共団体の

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）、相模原市契約規則（平

成４年相模原市規則第９号。以下「契約規則」という。）、相模原市の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める規則（平成２２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）、本件の調達に

係る入札公告（以下「入札公告」という。）のほか、本市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加

しようとする者（以下「入札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項

を明らかにするものである。 

 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号 

   ４０２６ 

（２）契約件名 

   水難救助資機材車（相武台分署） 

（３）数量 

    別紙仕様書のとおり 

（４）納入期限 

令和７年３月１７日 

（５）納入場所 

別紙仕様書のとおり 

 

２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

入札に参加することができる者は、次に掲げる条件をすべて満たしているものとする。 

（１）政令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）入札日現在、相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成８年４月１日施行）に基

づく指名停止期間中でないこと。 

（３）参加する者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市

条例第３１号。以下「市暴力団排除条例」という。）第２条第４号に規定する暴力団員等（以下

「暴力団員等」という。）と認められないこと、又は、法人等（法人又は団体をいう。）である場

合には、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認められないこと。 
（４）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下「県暴力団排除条例」とい

う。）第２３条第１項に違反したと認められないこと。 
（５）県暴力団排除条例第２３条第２項に違反したと認められないこと。 
（６）市暴力団排除条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと、又

は参加する者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者が、

暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと。 
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始に申立てがなされている者（更



生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定が確定している者を除く。）

でないこと。        

（８）入札日前日現在、契約規則に基づく令和５・６年度競争入札参加資格者として登録され、営業

種目として「自動車」及び細目として「消防自動車」が認定されていること。 

（９）別紙「入札案件概要書」に定める参加条件に該当すること。 
（１０）事業協同組合が申請する場合、当該組合の組合員は申請できない。この場合、事業協同組合 

は組合の組合員を示す名簿を提出すること。 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市財政局契約課 

電話  ０４２－７６９－１３９１（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

ホームページＵＲＬ https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

２（８）に基づき、本市競争入札参加者名簿に登載がない者が特定調達に係る競争入札参加資格認 

定申請を行う場合は、次の方法によること。 

（１）資格認定申請に関する問合せ先 

「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」のとおり  

（２）申請及び書類提出期限 

別紙「入札案件概要書」のとおり 

（３）その他 

詳細は、かながわ電子入札共同システム内｢電子入札システム｣（以下「電子入札システム」と 
いう。）の説明によること。 

ホームページＵＲＬ https://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/ 

 

５ 入札参加の手続に関する事項 

入札参加者は、原則、電子入札システムにより次の書類を提出すること。ただし、電子入札運用基 

準８（１）に該当する場合は、紙入札による参加を認めるが、新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め郵便入札とする。 

（１）提出書類 

ア 競争参加資格確認申請書（別紙１)（電子入札システムによる申請の場合は不要）  

イ ２（９）に該当する契約書の写し 

ウ メンテナンス対応等証明書（別紙２） 
（２）提出期間及び提出方法 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
https://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/


５（１）の提出書類を、令和６年５月１４日（火）午前９時から令和６年５月２４日（金）正 

午までに電子入札システム又は紙等により提出すること。 
（３）提出場所 

「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に提出すること。 

（４）入札参加資格の有無については、電子入札システムの競争参加資格確認通知書により行う。な

お、紙入札にて参加する者にはファクシミリにより通知する。 

（５）入札参加者は、提出された書類に関し説明を求められた場合は、これに応じること。 

（６）提出書類受付締切日時は、紙入札の場合も同様とする。 

（７）競争参加資格確認通知書発行期間は、別紙「入札案件概要書」のとおり。 

 

６ 入札・開札の日時に関する事項 

電子入札システムにより入札等を行う。 

（１）入札期間 

   令和６年６月１８日（火）午前９時から令和６年６月１９日（水）午後５時まで 

（２）開札日時 

令和６年６月２０日（木）午前１０時００分 

（３）場所  

相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市役所第２別館３階入札室 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

（１）入札参加を認められた後、入札書提出期限までに公告で定めた入札参加の資格を満たさなくな

ったときは、入札の参加資格を喪失する。 

（２）入札参加資格を喪失した入札参加者は、速やかに電話等で「３ 問合せ先及び契約条項を示す

場所」まで連絡し、入札参加資格喪失届を提出すること。 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 

（１）入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」

の「入札説明書」からダウンロード可。 

（２）ダウンロードにより配布する仕様書等は積算用のため、それ以外の用途での使用・譲渡・再配

布は禁止する。 

（３）質問及び回答 

質問及び回答の期限は「入札案件概要書」のとおり。 

※質問は、相模原市ホームページ「申請書ダウンロード」に掲示している「質問回答書（電子入

札用）」により作成し、電子入札システム内で添付ファイル形式により提出すること。 

   ※回答は、原則として電子入札システム内で公開するが、紙入札により参加する者については、

ファクシミリにより回答を送付する。 



※ 仕様書に記載されている参考製品以外を納品することとした場合には、「同等品申請書」（別

紙３）を質問期限までに電子入札システム内の添付ファイル形式により提出し、「３ 問合せ

先及び契約条項を示す場所」の承認を受けること。 

 （４）質問は、上記（３）又はファクシミリの方法で行うこと。なお、それ以外の方法によるものは

受け付けない。 

 
９ 入札保証金に関する事項 

契約規則第８条第３号により免除とする。 
 
１０ 入札金額の記載に関する事項 
（１） 入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額（該当金額に１円未満の端数が 

あるときはその端数金額を切り捨てた金額）を加算した金額を持って契約金額とする。 
（２） 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 

積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札金額とするこ

と。 
 

１１ 入札の無効に関する事項 

   次のいずれかに該当する場合は無効とする。 

  （１）政令第１６７条の４に定める入札参加資格のない者がした入札 

（２）契約規則第１６条に該当する入札若しくは同規則に違反した入札 

（３）ＩＣカード登録後に変更が生じているにもかかわらず、変更手続をしないまま入札に参加し

た入札 

（４）他人名義のＩＣカードを不正に取得し、使用して行った入札 

（５）ＩＣカードを不正に使用した入札 

（６）次に掲げる不備があった紙入札書 

ア 入札者等の記名がないもの 

イ 金額を訂正したもの又は金額の記載が不鮮明なもの 

ウ 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭なもの 

エ 公告に示した案件名の記載がないもの 

オ 所定の日時までに到達しないもの 

カ 封筒に入札書を２通以上入れたもの 

キ その他事前に示した項目の記載が漏れているもの 

ク 紙入札承認を受けていないもの 

 

１２ 落札者の決定方法に関する事項 

（１）予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

（２）原則として、落札者の決定は開札日とする。 



（３）最低札が同額の場合は、くじ引きにより決定とする。 
（４）入札執行回数は、原則として１回とするが、開札の結果、予定価格の範囲内の入札がないと

きは、再度入札を１回行う。その場合は「電子入札システム」により開札日から起算して７日

（閉庁日を除く。）以内に再入札通知書を発行する。 
なお、１回目の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者または１回目の入札で失格と

なった者は再度入札に参加することができない。 

（５）落札者決定通知書は電子入札システムにより通知する。 

（６）紙入札により参加した者へは（４）及び（５）の通知はファクシミリにて通知する。 

 

１３ 契約保証金に関する事項 

原則として、契約金額の１０分の１以上の契約保証金を契約時までに納付すること。ただし、契

約規則第３４条の規定に該当する場合、契約保証金を免除できるものとする。 
 
１４ 入札の中止等に関する事項 

（１）入札を公正に執行することができないと判断したときは、入札を中止、延期又は取消しをす

る。 
（２）開札した後であっても、地方自治法第２３４条第５項の規定により契約が確定する前に、発

注者による、入札執行手続きの誤り又は入札公告や仕様書の誤りが原因で、入札の公正性が損

なわれていることが判明した場合には、入札を取消しとすることがある。 
（３）入札参加者がない入札については、中止とする。 
（４）入札を中止、延期又は取消した場合は、その旨を入札参加者全員に通知する。 
（５）入札が中止、延期又は取消しとなった場合、入札のために要した費用を相模原市に請求する

ことはできない。 
 

１５ 契約金の支払方法に関する事項 

  納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

      

１６ 郵便入札に関する事項 
（１）郵便入札は、「簡易書留」又は「一般書留」郵便によること。この書留郵便は、二重封筒と 

し、別紙様式による入札書を中封筒に入れ密封の上、中封筒には氏名等を朱書し、外封筒に 
は入札番号、件名、数量及び開札日とともに「入札書在中」と朱書し、「郵便局留め」と記載 
すること。また、郵送した日に「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に必ず電話連絡す 
ること（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５ 
時まで）。 
なお送付先は、次のとおりとする。 
〒２５２－０２９９ 
日本郵便株式会社 



相模原郵便局留め 
（２）加入電信、電報、電話その他の方法による入札は認めない。 
（３）提出期限は、別紙「入札案件概要書」のとおり。 

 

１７ その他 

(１）契約の締結にあたっては、契約書の作成を要する。なお、契約書の作成費用は落札者の負担

とする。また、契約条項は、別添「契約書（案）」による。 

（２）この調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

条）の適用を受けるものである。 

（３）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（４）談合に関する情報がよせられた場合は、相模原市談合情報対応マニュアル（平成１６年６月

１日施行）によるものとする。 

（５）苦情申立て  

ア 当該調達に関し、相模原市入札監視委員会に対して苦情申立てを行うことができる。 

イ 落札者の決定後苦情申立てが行われた場合、相模原市政府調達に関する苦情処理手続要綱

（平成２２年４月１日施行）に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。 

(６) 競争入札参加資格の決定を受けていない者の参加 

２(８)に掲げる競争入札参加資格の決定を受けていない者が競争入札に参加するためには、

当該参加資格を有する旨の決定を受けなければならない。 

（７）手続等の詳細及びこの公告に規定のない事項については、「契約規則」、「特例規則」、「電子

入札運用基準」及び「相模原市物品購入（工事に使用する物品以外）に係る電子入札実施要領」

によるものとする。 
（８）落札決定後、契約締結までの間に、「２ 入札参加に必要な資格に関する事項」のいずれかを

満たしていないと認められる場合には、契約を締結しない。 



入札案件概要書 公告日 令和６年 ５月１４日 公告別案件 No １/３ 

入札番号 ４０２６ 

契約件名 水難救助資機材車（相武台分署） 

数量 仕様書のとおり 

納入期限 令和７年３月１７日  

納入場所 仕様書のとおり 

参 

加 

条 

件 

認定営業種目 

（入札日の前日まで） 

営業種目 細目 

自動車 消防自動車 

実績 ・公告日から過去５年において、国若しくは地方公共団体に消防自動車の納入実績

があること。 
履行能力 ・仕様書に示す業務を履行する能力を有し、迅速なアフターサービス・メンテナン

ス体制が整備されている者であること。 

競争参加資格確認申

請書受付期間 
令和 ６年 ５月１４日（火）午前９時 から 令和 ６年 ５月２４日（金） 正午 まで  

競争参加資格確認通

知書発行期間 
令和 ６年 ５月３０日（木）午後１時 から 令和 ６年 ５月３０日（木）午後５時 まで 

参加資格がないと認めた

理由の説明請求期限 
令和 ６年 ６月１０日（月）午後５時       

質問期限 令和 ６年 ６月 ４日（火）   

回答期限 令和 ６年 ６月１１日（火）    

理由の説明請求に係る回

答期限 
令和 ６年 ６月１２日（水）午後５時 

入札書受付期間 
令和 ６年 ６月１８日（火）午前９時    から  令和 ６年 ６月１９日（水）午後５時 まで 

＊郵便の場合 令和 ６年 ６月１８日（火）までに必着 

開札予定日時 令和 ６年 ６月２０日（木）午前１０時００分 
契約保証金 要 

契約不適合責任 物件引渡し完了の日から起算して２年間 

備考 この調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。  
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2 

 

第１ 総則 

 

１ 趣旨 

この仕様書は、相模原市消防局（以下「当局」という。）が、令和６年度に製作購入す

る水難救助資機材車（以下「車両」という。）について必要な事項を定める。 

なお、本仕様書は１台分とし、納車台数は１台とする。また、指定する車両１台及び

装備品を引取処分又は売払いのための下処理（車体文字の削除含む）をすること。 

 

２ 基準 

（１）本仕様書、当局が承認した製作図及び次の法令に適合し、緊急自動車として承認が 

得られるものであること。 

ア 緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱(平成18年消防消第49号) 

イ 国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額(平成16年総務省告示

第281号) 

ウ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号) 

エ 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 

オ 消防用車両安全基準検討会「消防車両の安全基準について」（平成19年3月） 

（２）車両は、各種資機材及びレスキューボートを積載し、水難救助活動を行うことを目

的とするもので、各部構造及び装置は十分な強度を持ち、耐久性に富むものであるこ

と。 

 

３ 費用負担 

（１）自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税及び自動車リサイクル手数料を除く、車

両納入までの費用は受注者の負担とする。 

（２）自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税及び自動車リサイクル手数料については、

受注者が代納し、当局へ請求すること。 

（３）船舶登録手数料については、受注者の負担とする。 

 

４ 製作上の注意等 

（１）本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたときは、当局の指示を受け、誤りのな

いようにすること。 

なお、不明な点は、当局へ確認し、十分熟知の上契約するものとする。契約後に生

じた疑義は、当局の解釈に従うものとする。 

（２）仕様の変更が必要な場合は、書面をもって当局の承認を得ること。 

（３）最大積載量は可能な限り収納空間を確保することとし、車両総重量はシャシの限界

荷重（許容軸重限度）に可能な限り、近づけること。（受注者と協議） 

 

５ 検査 

（１）検査総則 

ア 製作工程表を作成し検査日程を組むこと。 

イ 受注者は検査日の概ね１ヶ月前までに当局に中間検査等申請書を提出すること。 

ウ 本仕様書、承認図書及び打合せ議事録に基づいて行うものとする。ただし、一部

検査については、社内検査成績表等により省略することができるものとする。 

エ 検査は、受注者立会いのもと当局担当者が行う。 

（２）中間検査 

中間検査の日程は、当局が指定する。 
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（３）納入検査 

納入検査は、納入時に当局担当者及び契約課担当者により実施するものとする。 

 

６ 納入等 

（１）納入期日 

令和７年３月１７日（月） 

（２）納入場所 

相模原市中央区中央２丁目２番１５号 相模原市消防局 消防指令センター 

（３）納入後、車両及び当局が指定した装備品等の取扱要領について、各専門業者による

取扱説明を実施すること。また、説明に資料等が必要な場合は、受注者が準備するこ

と。 

（４）車両及び装備品は油脂類及び電池類付とし、納入後直ちに使用できる状態であるこ

と。 

（５）車両の燃料は、満タンとすること。 

 

７ 保証 

（１）設計製作は、特許及びその他権利上の問題に十分注意し、問題が生じた際は、受注

者がその責任を負い解決すること。 

（２）設計製作の欠陥による故障等が生じた場合は、保証期間後においても受注者がその

責任を負い解決すること。 

（３）故障等の修理について、その対応が艤装メーカー又はシャシメーカーのいずれかの

判断がつき難いときの受付窓口は、受注者とすること。 

 

８ その他 

（１）車両登録番号については、希望番号とし別途指示する。 

（２）車両新規登録は、納入期日の概ね２週間前までに手続きすること。 

（３）納入後の指定する車両１台及び装備品について、売払いの場合は当局が指定する期

日までに下処理を施し、引取処分の場合は当局が指定する期日までに一時抹消登録証

明書、永久抹消登録の証明書を提出すること。 

（４）本案件に関する契約不適合責任期間に関しては、物件引渡し完了の日から起算して

２年間とする。 

（５）受注者は、天災地変その他の正当な理由により納入期限までに納入を完了できない

ときは、当局と協議して新たな納入期限を定めるものとする。 

 

第２ 提出書類 

 

１ 打合せ議事録 

受注者は当局担当者等との打合せ事項について記録し提出すること。 

 

２ 承認図書 

受注者は、契約後速やかに当局と製作上の細部について打合せを行い、打合せ後に次

の書類(Ａ４版に製本)を２部提出することとし、承認を受けた後、艤装を行うこと。 

なお、承認後１部を承認図書として返却する。 

（１）製作工程表 

（２）シャシ関係図(改造の場合は、補強等関係図) 

（３）外観５面図(前、後、左右、上部) 

（４）車体骨組図 
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（５）電気配線図 

（６）軌跡図 

（７）シャシ関連諸元(エンジン型式、駆動方式、最高出力、総排気量、輪距、軸距、バッ

テリー規格、オルタネーター規格、タイヤサイズ、最小回転半径等) 

（８）資機材一覧表(品名、製造元、一部の資機材は重量を記載) 

 

３ 完成図書 

受注者は、納入時に、次の書類(Ａ４版に製本)を２部提出すること。 

（１）自動車検査証(写)、リサイクル券(写)及び自動車損害賠償責任保険証(写) 

（２）完成図(シャシ関係図、外観５面図、車体骨組図及び電気配線図、軌跡図) 

（３）自動車改造計算書 

ア 艤装重量、車両重量及び車両総重量の荷重分布計算書 

イ 最大安定傾斜角度計算書 

（４）車両取扱説明書（１部で可） 

（５）資機材一覧表(品名、製造元、重量を記載) 

（６）資機材取扱説明書(写) 

（７）完成写真(新規登録後ナンバー付)及び製作工程時の写真を印刷し提出すること。 

ア 前後左右 

イ 斜め前後左右 

ウ 上部全面 

 

４ その他 

緊急自動車登録に係る事務手続きは受注者にて行うこと。 

なお、申請に必要な書類は当局に要求すること。 

 

第３ 付属品等 

 

１ 装備品は別表１のとおりとする。また、車体への取付品は別表２のとおりとし、必要

に応じて取付装置を設置すること。（別途協議） 

 

２ 参考としてメーカー及び品名が示されているものについて、同等品以上を使用する場

合には、質問期間内に「電子入札システム」により同等品申請を行い承認を得ること。

なお、変更に際し、他の装備品、取付品及び取付装置との適合に不具合が生じた場合は

受注者が責任を負い解決すること。 

 

３ 取付装置は、走行中の振動等により移動、破損等を生じないよう安全確実に固定でき

るとともに、容易に積み下ろしできるものであること。 
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第４ 仕様 

 

１ 車両 

使用するシャシは消防専用シャシとし、仕様は次のとおりとする。 

なお、この仕様にない事項はシャシメーカーの標準仕様とする。 

キャブ シングルキャブ、２枚ドア 

全長 ６，５００ｍｍ程度 

全幅 ２，３００ｍｍ程度 

全高 ３，０００ｍｍ以下 

ホイールベース ３，５００ｍｍ程度 

車両総重量 ６，０００ｋｇ未満 

エンジン ディーゼルエンジン、１１０ｋＷ（１５０ＰＳ）以上 

排気量 ３，０００ｃｃ以上 

駆動関係 ４ＷＤ、ＭＴ 

バッテリー ２４Ｖ８０ＡＨ以上 

補助装置 ＬＳＤ、坂道発進補助装置 

排気ガス規制基準 最新の規制基準とすること 

その他 

寒冷地仕様、九都県市指定低公害車（これに準ずるもの）、

キャブチルト、防汚シートカバー、メッキグリル、パワース

テアリング、パワーウインド、エアコン、エアバッグ（運転

席）、ＡＢＳ、集中ドアロック、サンバイザー、ドアバイザ

ー、フロアマット、マッドガード、電動格納式ミラー、助手

席用サイドミラー、後退警報機、標準車載工具、三角表示板、

エンジンキー（リモコンキー×３、標準キー×５）、ＳＤナ

ビゲーション(テレビ、ＡＭ・ＦＭラジオ、ＦＭＶＩＣＳ対

応)、バックアイカメラ兼用常時録画式ドライブレコーダー

（市光工業ＳＴＲ－２００シリーズ)、バックトークマイク

（市光工業ＭＳ－２００）、鍵付燃料タンク、スタッドレス

タイヤ（ホイール付）、ヘッドランプ（ＬＥＤ）、フォグラン

プ（ＬＥＤ） 

 

 

第５ 艤装 

 

１ 艤装総則 

（１）最新の製品及び技術をもって行うこと。 

（２）使用する材料は、日本産業規格品か同等以上の材料で構成されたものであること。 

（３）十分な強度及び安定度を有し、耐久性及び耐食性に優れたものであること。 

（４）清掃、点検整備、修理等が、容易に行えるものであること。 

（５）別表１、別表２の他、本仕様書の艤装を施す際に必要な物品は受注者が負担するこ

と。 

（６）軽量、低重心となるように設計すること。また、装備品積載時において、車両の前

後バランスが最適に保たれるようにサスペンションを強化するとともに、アプローチ

アングル及びデパーチャーアングルを最大限確保すること。 

（７）各ステップ、手摺、握り棒等は使用上十分な強度をもたせること。 
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２ キャブ艤装 

（１）キャブは、堅ろうな材質で製作し、シングルキャブ型とすること。 

（２）キャブ天井に電子サイレンスピーカー一体型散光式赤色警光灯を設け、省電力、球

切れの少ないＬＥＤ式の電球とすること。 

（３）キャブ上部（又は下部）にモーターサイレンを取り付けること。 

（４）フロントバンパーにフック式けん引装置（ストッパー付）を取り付けること。なお、

フロントバンパーは車両一体型で上面に隊員が乗ることのできる構造とし、滑り止め

を施したアルミ縞板を取り付けること。（別途協議） 

（５）フロントルーフ部２箇所に把手を設置すること。 

（６）乗降時の安全確保のため、キャブ外側のドア付近にステップ及び手摺を設置するこ

と。 

（７）フロントグリル上方中央に消防章（クロームメッキ１５０㎜、台座付）を取り付け

ること。 

（８）キャブ内天井に大型ＬＥＤ室内灯を設置すること。 

（９）キャブ内天井に収納ネットを２箇所設置すること。（寸法等は別途協議） 

（10）助手席上部にＬＥＤ式スポットランプを設置すること。 

（11）アワーメーター、電圧計、扉開放警報ランプ及び電装品スイッチを整然と設置する

こと。 

（12）Ａ３サイズの地図入れボックスを設置すること。 

（13）運転席と助手席の間に消防用無線電話装置及び車両ＡＶＭ(車載運用端末装置)(以下

「無線機等」という。)を取り付けるセンターコンソールボックスを設置すること。な

おコンソールボックス後方の空きスペースにボックスを設置すること。 

（14）訓練旗用旗立てをキャブ右側後方へ取り付けること。 

（15）給油口付近に油種を明示すること。 

 

３ 車体後部外装構造 

（１）後部デッキの構造は、ボックス型の構造とすること。 

（２）ルーフ及びサイド外板は、アルミ平板とすること。 

（３）フロント雨水受けを取り付けること。 

（４）リアドアは昇降能力 500kg以上の油圧作動式パワーゲートリフターとすること。 

（５）ゲートはアルミ縞板を施すこと。（滑り止めについては別途調整） 

（６）ステップ、ボックス等で水が滞留する恐れがある箇所には、適当な大きさの水抜き

穴を設けること。 

（７）車体両面に乗降口を設けること。（別途協議） 

（８）車体側面の作業灯について、ガード付スイッチを車体側面に設けること。 

 

４ 車体後部収納庫（詳細別途協議） 

（１）車体後部収納庫は、車体後部外装構造と独立した構造とすること。 

（２）運転席後方中央にボート収納庫を設けること。ボートの取り出しは、リアドアから

とすること。 

（３）ボート収納庫内側面は、完全な間仕切りとはしないこと。 

（４）ボート収納庫上部に収納庫（落下防止付き）を複数設けること。 

（５）左側面後部には、潜水用装備品６基分が収納できる構造とし、扉は上方に開放し、

容易に取り出せる構造とすること。また、車内からも取り出せる構造とすること。 

（６）ウェットスーツ及びドライスーツを吊るすためのハンガーポールを前方から後方へ

２本設置すること。（別途協議）また、強度を十分持たせるため、天井取付部の補強や

床面からの支持柱の設置等、必要な措置をすること。 
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（７）潜水用予備ボンベ６本分の収納庫（落下防止付）及びブイ等の資機材収納庫をキャ

ブ後方に設けること。 

（８）船外機を固定できる器具を設置し、車両内保管場所から容易に取り出せるように電

動昇降装置を設けること。（構造及び収納スペースについて、当局と別途協議するこ

と。） 

（９）船外機固定器具は、車輪（河川敷を走行することを考慮し、大型の車輪とすること）

を装備し、船外機を固定したまま搬送できる構造とすること。また、徒手搬送も容易

にするため、取手を必要数設けること。 

（10）ガソリン用携行缶（２０ℓ ）用の収納庫を設けること。 

（11）床面の材質は、耐水性及び耐摩耗性に優れたロンリューム等を使用すること。 

（12）天井に大型ＬＥＤ室内灯を複数個設置し、車内、車外双方で操作できるようリアド

ア付近に確認灯付スイッチを設置すること。（別途協議） 

 

５ 電装品 

（１）電装品は、設置及び配線後に試験を行い、全機能が使用できる状態とすること。 

（２）電装品の電源は、シャシの電装と分離し、バッテリーよりヒュージブルリンク、艤

装メインリレー及び艤装用ヒューズボックスを経由してつなぐこと。また、艤装メイ

ンリレーは、サージ対策を施し、ＡＣＣ連動にて動作すること。 

（３）配線は、できる限り隠蔽配線とし、外部に貫通する部分は、防水貫通金具を使用す

ること。また、艤装用ヒューズボックスをキャブ内に設置し、各ヒューズに配線名称

及び容量を記入すること。 

（４）電装品用スイッチは、動作状態を確認できる作動表示灯を設置し、名称を表示する

こと。 

（５）路肩灯及び標識灯は、スモール連動とすること。 

（６）電動サイレンは、助手席付近に押しボタン式スイッチを設置すること。 

（７）赤色点滅灯は、散光式赤色警光灯スイッチと連動させ、必要に応じて減灯できるよ

うにすること。 

（８）後退警報器の警報音響は、スモール点灯時に任意に切り替えのできるスイッチをキ

ャブ内に設置すること。 

（９）車体前面に赤色点滅灯を取り付けること。 

（10）車体後面に赤色点滅灯及び作業灯を取り付けること。 

（11）車体側面に赤色点滅灯及び作業灯を取り付けること。 

（12）外部電源（100ｖ）から車体バッテリーへ充電可能な機能（蓋付マグネットコネクタ

ー式）を設けること。なお、外部電源からの充電中でも車両の電気系統は使用可能と

し、エンジンは始動できない仕様とすること。（別途協議） 

（13）車両外部両側にインバーター出力５００ワット以上の電源コンセントを設けること。

（詳細別途協議） 

（14）車両後部上方にバックアイカメラを取り付けること。なお、補助警光灯や夜間走行

時のナンバー灯の光の影響を受けないよう考慮すること。 

 

６ 無線機等 

（１）無線機等の取付けは、次のとおりとすること。 

ア 車両納入後、当局所有の無線機等を取り付けするため、当局が別途契約する関係

業者と十分に協議を行った上で、配線工事を行い取り付けすること。 

イ 車両内には、ケーブル及び配管等の露出がないように施工すること。 

ウ 運転席及び助手席の間には、無線機等及びハンドセット等を整然と配置するため、

センターコンソールボックスを設けること。 
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また、各機器が収納できるよう、収納スペースを確保すること。 

エ 表に記載する物品は、受注者が新品を用意すること。 

（２）下記については、消防局からの支給品とし、製作車両に取り付けること。 

ア １５０ＭＨＺ帯アンテナ（１か所） 

イ ２６０ＭＨＺ帯アンテナ（２か所） 

ウ ＧＰＳアンテナ 

（３）受注者は、当局からの支給品の取扱にあたり、損失等がないよう十分に注意するこ

と。 

（４）受注者は、電源の確保を行うこと。 

ア 無線（データー通信用）用（１５Ａ程度）とし、バッテリーからの直接電源とす

る。 

イ 車載運用端末装置用（最大８Ａ、平均３Ａ程度）とすること。 

ウ アクセサリ信号及びイグニッション信号 

エ スピード信号（①短径波②Ｌレベルが２Ｖ以下③Ｈレベルが３Ｖ以上④直流信号） 

オ バック信号 

（９）車両中央ボックス内に設けた車外無線送受話器付近に広報マイク用マイクジャッ 

クを設けること。 

（10）無線拡声用スピーカーをキャブ内に１つ取り付けること。 

（11）車外用無線スピーカーをキャブチルト操作付近に１つ取り付けること。 

   また、キャブ内にオン／オフ切り替えスイッチ設けること。 

 

第６ 塗装及び文字記入 

 

１ 塗装要領 

（１）塗装は、錆落し及び油類の清掃を完全に行いプライマー塗り、パテ付け、水研ぎ、

サフェイサー塗り、水研ぎの順序で行った後、上塗り３回、磨き上げを行うこと。 

（２）車両下部及び艤装部は、長期間に渡り錆を防ぐ措置を行うこと。 

 

２ 塗装区分 

車両は、次に掲げる区分に従い塗装を行うこと。 

なお、アルミ、ステンレス及びメッキを施した部分は生地の色とすること。 

塗装部位 色 

外板外側 朱色 

縞鋼板 銀色 

収納庫内部 別途指示 

シャシ 黒色 

３ 文字記入及びデザイン 

文字記入及びデザインは再帰性に富んだ反射材等で次のとおりとし、字体は、丸ゴシ

ック体左書とし、名称、大きさ等は別途指示する。 

区分 色 位置 

相模原市消防局 白色 車両前後部及び荷台左右 

水難救助資機材車 白色 車両後部及び荷台左右 

対空標示 

相武台資材 
黒色 荷台上部 

 

以 上 
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別表１ 

 

取り付け品及び附属品 

品   名 数量 備   考 

 消防章 １ １５０ｍｍ 

散光式赤色警光灯 １ 
標識灯及びスピーカー一体型散光式赤色警光灯 

(ウイレン：FV8SHC1,520ｍｍ) 

 赤色点滅灯 ２ 
車両前面 

ウイレン製【ＩＯＮＶＳＭＢＲ】 

 赤色点滅灯 ６ 
車両両側・後面：各２個 

ウイレン製【Ｍ９ＦＣＲ２４】 

 作業灯 ６ 
車両両側・後面：各２個 

ウイレン製【Ｍ９ＬＺＣ２４】 

 電子サイレンアンプ １ 
大阪サイレン製【ＴＳＫ－Ｄ１５２ 

専用マイク×１（ＭＣ－Ｄ１Ｌ）】 

10連スイッチ 1 大阪サイレン製【ＳＢＷ－Ｄ１】 

 フレキシブルマイク １  

 モーターサイレン １ ７Ｎ型 

 フレキシブルライト 

（ＬＥＤ式） 
２ １０W 以上スイッチ付 

 無線用スピーカー １ ラッパ型 

車外用スピーカー １ ラッパ型 

 室内灯（ＬＥＤ式） ６ ＣＬ－６０ＣＨ２４ 

消防活動用地図収納箱 １ 
消防用活動地図収納箱 

(Ａ3版×厚さ5ｃｍ程度が収納可能な箱) 

 路肩灯 ２ ガード付き 

車輪止め ２ 中型 ゴム製 

 タイヤチェーン １ 適合品 

 消火器 １ ＡＢＣ薬剤／１０型 

 船外機スタンド １ 船外機の適用馬力１５ＨＰ以上 

船外機電動昇降装置 １  

 車両後部電動ゲート １ 
電動式テールゲートリフター（キャスターストッパ

ー付）（詳細別途協議） 

訓練旗 １ 

訓練旗(旗棒も含む) 

(縦450ｍｍ×横600ｍｍ) 

(赤色生地、横書き白色文字「訓練」) 

器材収納箱 必要数 ステンレス製 
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別表２ 

水難救助資機材車積載資機材一覧 

装  備  品 

№ 品      名 数 量            規        格 

１ 救命ボート 一式 

ＦＲＢ－３８０（アキレス製） 

付属品：エアーガン３００ 

アルミオール付（１組）（アキレス製ではなく、

強度に富み、耐久性があるもの。） 

２ 船検用セット 一式  

３ 救命ボート用船外機 １基 

ヤマハ製若しくはトーハツ製、４サイクル、 

１５馬力以上（予備スクリュー２個）、 

燃料タンク付、プロペラガード付 

４ ガソリン携行缶 １個 ２０リットル缶 

５ ＢＣジャケット ６着 TUSA BCJ119-01 

６ レギュレーター ６本 

TUSA RS340BK 

3 ゲージ SCA360JS 付 

（ホースの長さは別途協議） 

７ ウェットスーツ １２着 

ＴＵＳＡ製【相模原市消防局仕様とする】） 

 （詳細は別途協議） 

 ハンガー１０着用付き。 

 サイズ：Ｍサイズ４着、Ｌサイズ４着、ＸＬサ

イズ２着、３Ｌサイズ×２着 

８ 
ドライスーツ 

（フード DSF1000 含む） 
１２着 

レスキュードライスーツ RS119D1A 

ＴＵＳＡ製【相模原市消防局仕様とする】 

（詳細は別途協議） 

ハンガー５着用付き。 

サイズ：Ｍサイズ４着、Ｌサイズ４着、ＸＬサ

イズ２着、３Ｌ×２着 

９ アンクルウェイト 
 

６組 

アンクルウェイト（TUSA 製） 

 １ｋｇ(片足 500ｇ×2 個) 

10 ウェイトベルト・バッグ ６本 
ウェイトバッグ付きベルト 

（TUSA 製）相模原市消防局仕様 

11 ウェイト（１Ｋｇ） １０個 WT-1（TUSA 製） 

12 ウェイト（２Ｋｇ） １０個 WT-2（TUSA 製） 

13 マスク １２個 
TUSA M27QBL OR 

ロングストラップ仕様 

14 スノーケル １２個 TUSA SP461QB OR 

15 水中グローブ（夏用） ２０双 

仕様については、当局と別途協議すること。 

TUSA TA0206 

 サイズ：Ｌサイズ×１０双、ＸＬ×１０双 

16 
水中グローブ（冬用）

【※】 
２０双 

TUSA G30 2.5ｍｍ 

サイズ：Ｌサイズ×１０双、ＸＬ×１０双 
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17 ブーツ １２足 

TUSA DB0101 BK 

 サイズ：２６ｃｍ×４足、２７ｃｍ×４足 

     ２８ｃｍ×４足 

18 フィン（足ひれ） ６組 メーカー・長さ・サイズは別途協議 

19 水中ナイフ ６個 
スクイーズロックチタンナイフ 

（アクアラング製） 

20 水中ライト ６個 
ＳＹＳＴＥＭ０２－２防水ライト 

（アクアラング製） 

21 潜水用ヘルメット １２個 

潜水用ヘルメットハーフカットタイプ 

アクアラング製） 

 隊長用（２個）：黄色、隊員用（１０個）：白色 

22 潜水用ボンベ１２㍑ １０本 

メタリコンタンク（Ｋ２バルブ付） 鉄製 

 タンクブーツ及びバルブキャップ付 

 （アクアラング製） 

23 
急流救助器具 

（消防局名入り） 

６式 
ウォーターレスキューキット 

レスキュースイマー（ＣＭＣ製）【※】 

１ 
ＮＦＰＡスローライン（品番：２９３３８７） 

１スプール（７３１ｍ）（ＣＭＣ製） 

各２個 
スローラインバッグ（バッククロスタイプ、マッ

シュタイプ）（ＣＭＣ製） 

２本 
ＳＲＴアクセサリーベルト（品番：４７９６１０）

（ＣＭＣ製） 

24 

急流用ライフジャケッ

ト（大人用） 

（消防局名入り） 

６着 

ＮＲＳ ラピッドレスキュアライフジャケット

（相模原市消防局ワッペン仕様）トウテザー３３

付 

25 

ライフジャケット 

反射板付（大人用） 

（消防局名入り） 

１０着 品番：Ｄ－３０（アキレス製）同等品可 

26 

ライフジャケット 

反射板付（子供用） 

（消防局名入り） 

１０着 品番：Ｄ－２０（アキレス製）同等品可 

27 フロート担架 １個 

耐荷重：１６０ｋｇ以上 

浮力：１０ｋｇ以上 

寸法：縦１７２０×横６００×厚５ｍｍ 

※各サイズ±３％ 

※東京消防庁仕様※ 

28 
レギュレーター、３点セ

ット用収納袋 
６個 アクアギアバック（アクアラング製） 

29 ダイブコンピューター ２０個 ＩＱ１２０４ＢＫＧ 

【※】印の資機材のサイズについては、当局の指示に従うこと。 

 
 



 

 
 上記物件売買について、相模原市を発注者とし、              を受注

者とし、次の契約条項に基づき契約を締結する。  
 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、

各自その１通を保有する。  
 
  令和  年  月  日  
 

発注者  相模原市中央区中央２丁目１１番１５号  
相 模 原 市   
代表 相模原市長 本村 賢太郎  印  
 

受注者  
 
                                          印  

 

契約番号            

１  契 約 件 名  

２ 

契 

約 

物 

件 

品  名  規   格  単  位  数  量  単価（税込）  金   額（税込）  

  

  

  

  

  

  

 ３  納 入 場 所  指 定 箇 所  

 ４  納 入 期 限  令和  年  月  日  まで  

 ５  契 約 金 額 
  百万    千    円  

         

 うち取引に係る消費税  
 及び地方消費税の額  

      
         

 ６  支 払 の 条 件  □ 部分払    回  □ 完納払い（第７条全文削除）  

 ７  契 約 の 保 証  
 □ 免除（第１１条全文削除）  
 □ 現  金          円  
 □ 保険加入      □  有価証券          円  

 ８  契 約 不 適 合  
責 任 期 間     物件引渡し完了の日から起算して      年間  

 ９  そ の 他 の 事 項  

物 件 売 買 契 約 書（案） 

（総価・ 2021 更新）  



契 約 条 項 

（総則） 

第１条 受注者は、この契約書に基づき、仕様書等（仕様書、見本及びこれらに対する質問回答書等をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、

この契約（この契約書及び仕様書等を内容とする物品の売買契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

３ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

４ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第２条 受注者は、発注者の許可を受けたときを除くほか、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担

保に供してはならない。 

（特許権等の使用） 

第３条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料（写真、イラスト及

び文章等を含む。）、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

（守秘義務） 

第４条 受注者は、本契約において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。これは、契約物件の引渡し後も同様とする。 

（検収及び引渡し） 

第５条 受注者は、契約物件を納入しようとするときは、発注者の検収を受け、これに合格したときに当該物件を発注者に引渡すものとする。 

２ 検収の結果、不合格品があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に良品と引換え、再検収を受けなければならない。 

（契約代金の支払い等） 

第６条 受注者は、契約物件の引渡しが完了したときは、所定の手続きにしたがって契約代金の支払いを請求し、発注者は、適法な請求書を受理した日から

３０日以内に相模原市指定金融機関において支払うものとする。 

（部分払） 

第７条 受注者は、契約物件の完納前において、相模原市契約規則第４０条の規定により、対価の一部を受けようとするときは、既納部分に応じて契約代金

の部分払を請求することができる。 

（危険負担） 

第８条 契約物件引渡し前に、発注者受注者双方の責に帰することのできない理由により、当該物件に生じた損害はすべて受注者の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第９条 発注者は、契約不適合責任期間中、契約物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、

受注者に対し、契約物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発

注者は履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、発注者は、その契約不適合責任によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その契約不適合責任が、天災その他

の不可抗力に起因したと発注者が認めたときは、この限りでない。 

（履行遅滞の場合の違約金） 

第１０条 受注者の責に帰する理由により、納入期限までに契約物件を納入しないときは、受注者は、発注者に対して違約金を支払わなければならない。 

２ 前項の違約金は、遅延日数に応じ契約金額又は未納部分に相当する金額につき年２．５パーセントの割合で算出した額とする。 

（契約の保証） 

第１１条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第３号の場合においては、履行保証保

険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。  

(1) 契約保証金の納付  

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供  

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結  

２ 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、契約金額の１０分の１以上としなければならない。  

３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第３

号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。  

４ 契約保証金から生ずる利子は、発注者に帰属するものとする。 

（物価変動に基づく契約金額等の変更） 

第１２条 契約期間内に経済事情の激変その他の予期する事のできない異常な事態が発生し、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが

協議の上、契約金額又は物件の規格等を変更することができる。 



（納入期限の延長） 

第１３条 受注者は、天災地変その他の正当な理由により納入期限までに納入を完了できないときは、発注者に納入期限の延長を請求することができる。そ

の延長日数は、発注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。 

（発注者の催告による契約解除権） 

第１４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間に履行がないときはこの契約を解除

することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（1）受注者の責に帰する理由により、納入期限又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 

（2）前号に掲げるもののほか、受注者又はその代理人が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないとき。 

（発注者の催告によらない契約解除権） 

第１４条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損

害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（1）契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可若しくは認可等を失い、又は営業の停止が命じられる等受注者が契約者たる資格を欠いたとき。 

（2）第２条の規定に違反したとき。 

（3）受注者の振出した手形又は小切手が不渡りになったとき。 

（4）破産、民事再生、会社更生手続開始の申立の時又はそれらの申立を受けたとき。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第１４条の３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支

払わなければならない。 

（1）前２条の規定によりこの契約が解除された場合 

（2）受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（1）受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

（2）受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

（3）受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

３ 第１項の場合において、第１１条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担

保をもって違約金に充当することができる。 

（暴力団等排除に係る発注者の契約解除権） 

第１５条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生

じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（1）受注者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第３１号。以下本条及び第２０条において、「条例」とい

う。）第２条第４号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）と認められるとき、又は、法人等（法人又は団体をいう。）である場合には、

同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認められるとき。 

（2）受注者が、神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下本条において、「県条例」という。）第２３条第１項に違反したと認めら

れるとき。 

（3）受注者が、県条例第２３条第２項に違反したと認められるとき。 

（4）受注者が、条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの、又は受注者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する

事務所をいう。）の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであると認められるとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は契約金額の１０分の１に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

３ 前項の場合において、第１１条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保

をもって違約金に充当することができる。 

（談合その他不正行為による発注者の契約解除権） 

第１６条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受

注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注

者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項

（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定した

とき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。）。 



(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以

下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に

対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実

行としての事業活動があったとされたとき。 

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当

該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令

を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）

が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。  

(4) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８条又は

独占禁止法第８９条第１項若しくは同法第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は契約金額の１０分の１に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ

なければならない。 

３ 第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合において、第１１条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、

発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

（受注者の催告による契約解除権） 

第１７条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間に履行がなく物件の納入が不可能になったときは、こ

の契約を解除することができる。 

２ 前項により、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。その場合における損害賠償額は、発注者と受注者とが協議

して定めるものとする。 

（解除に伴う措置） 

第１８条 発注者は、この契約が解除された場合において、第５条の規定に基づき検収に合格し引渡しを受けた物品がある場合は、当該引渡しを受けた部分

に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。 

（談合その他不正行為による賠償の予定） 

第１９条 受注者は、第１６条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の１０分の１に

相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

（1）第１６条第１項第１号から第３号までのうち、当該納付命令又は排除措置命令の対象となった行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引

方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項で規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるとき。 

（2）第１６条第１項第４号の規定に該当する場合において、受注者が刑法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものでは

ない。 

（相殺） 

第１９条の２ 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債

権と相殺することができる。なお、不足があるときは、これを追徴する。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第２０条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第２条第２号に定める暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、

遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 

２ 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察

署に提出しなければならない。 

（紛争の解決等） 

第２１条 この契約条項について疑義が生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、その都度、発注者と受注者とが協議して定めるものとす

る。 

（合意管轄裁判所） 

第２２条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 

 

 



                                                  別紙１ 
競争参加資格確認申請書  

 
年  月  日 

 

相模原市長 あて 

 
申請者 

郵便番号 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名           印 

（代理人氏名） 

（電話番号          ） 

 

 

次の案件に係る一般競争入札に参加したいので，入札説明書に記載された入

札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。 

 

 

 

公告年月日 
 

入札番号 
 

調達物品名 
 



別紙２ 

 

メンテナンス対応等証明書 

 

令和  年  月  日 

 

相模原市長 あて 

 

（競争入札参加希望者）所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名             印 

（代理人氏名） 

 

次のとおり証明します。 

 

調達物品名【水難救助資機材車（相武台分署）】 

１ 当該車両のメンテナンスが行える整備工場 

（１）最寄の整備工場 

整備工場名称 

 

所在地 

 

電話番号 

 

（２）競争入札参加希望者との関係 

直営・協力（該当するものを「○」で囲む） 

「協力」に該当する場合は、競争入札参加希望者等の契約状況を明らかにす

る契約書又は代理店証明書の写しを添付すること。 

（３）整備を実際に担当する人員（サービスエンジニアを含み常駐者であること）

及び担当者名 

人員  名 

 

担当者名 

 

（４）点検整備及び修理依頼から着手までの所要日数は、１日で対応します。 

 

 



２ 部品供給体制 

（１）部品供給の総括窓口及び担当者名 

総括窓口 

  

担当者名 

 

電話番号 

 

（２）供給系統（フローチャート図） 

 

 

（３）依頼から納品までの所要日数は、２日以内で対応します。 

 

３ 技術員の派遣体制 

（１）最寄りの整備工場への派遣体制 

ア 緊急時の連絡系統 

 

 

 

イ 現地への派遣方法 

 

 

 

ウ 現地到着までの所要日数は、１日以内で対応します。 

 

（２）メーカーの技術員の派遣体制 

ア 緊急時の連絡系統 

 

 

 

イ 現地への派遣方法 

 

 

 

ウ 現地到着までの所要日数は、２日以内で対応します。 

 

 

 

 



別紙３ 

 

同 等 品 申 請 書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

相模原市長 あて 

 

 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名           印 

（代理人氏名） 

 

 

＊次のとおり同等品の認定を申請します。 

 

№ 品名（材料） メーカー名・型式 備考 

    

    

    

    

    

     

 詳細については、別添資料のとおりです。 

 

案件番号  ４０２６ 

調達物品名 水難救助資機材車（相武台分署） 

 


